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ま
だ
間
に
合
う
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
、
税
金
の
納
期
限
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
口
座
振
替
を
利
用
す
れ
ば
、
前
も
っ
て
口
座
に
入
金
し
て
お
く
こ
と
で
、
納
期
限
の
日
（
土
日
、
祝
日

は
翌
営
業
日
）
に
自
動
的
に
納
付
さ
れ
ま
す
。

市
税･

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
は

　
　
　     

口
座
振
替
の
ご
利
用
を

平成26年 平成27年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

市県民税
① 

３０日㈪
② 

３１日㈰
③ 

３１日㈮
④ 

２５日㈭

固定資産税
① 

３１日㈯
② 

３１日㈭
③ 

３０日㈰
④ 

３１日㈯

軽自動車税
全 

３１日㈯

◎軽自動車税は毎年 4 月 1 日の所有者名義の人に課税されます。廃車、譲渡、盗難な

　どで車を所有しなくなった場合には、所定の手続きを済ませないと、いつまでも所

　有者名義の人に課税されますので、速やかに手続きを行ってください。

国民健康
保険税

① 
３０日㈬

② 
３１日㈯

③ 
３０日㈪

④ 
３１日㈭

⑤ 
３１日㈰

⑥ 
３０日㈫

⑦ 
３１日㈮

⑧ 
３０日㈰

⑨ 
２５日㈭

⑩ 
３１日㈯

⑪ 
２８日㈯

⑫ 
３１日㈫

●納付場所：沖縄県を除く九州各県のゆうちょ銀行、八代市役所、各支所、各出張所、市内の各銀行、信用組合、
　　　　　　信用金庫、労働金庫、農業協同組合
◎他の健康保険に加入し、国民健康保険の資格がなくなった人は、14 日以内に国保ねんきん課に届けてください。

納 期 内 に 納 入 し ま し ょ う

※
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
に
は
同
封
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

※
「
八
代
市
口
座
振
替
依
頼
書
」
は
八
代
市
内
の
金
融
機

　
関
に
も
あ
り
ま
す
。

●
口
座
振
替
で
き
る
市
税

　

市
県
民
税
（
普
通
徴
収
）

　

固
定
資
産
税

　

軽
自
動
車
税

　

国
民
健
康
保
険
税

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

①
納
税
通
知
書

　

②
通
帳

　

③
通
帳
届
出
印

　

④
八
代
市
口
座
振
替
依
頼
書

●
口
座
振
替
を
取
り
扱
う
金
融
機
関

　

肥
後
銀
行　
　
　
　
　

西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

　

熊
本
銀
行　
　
　
　
　

熊
本
第
一
信
用
金
庫

　

長
崎
銀
行　
　
　
　
　

熊
本
中
央
信
用
金
庫

　

南
日
本
銀
行　
　
　
　

熊
本
県
信
用
組
合

　

九
州
労
働
金
庫

　

八
代
地
域
農
業
協
同
組
合

　

全
国
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

●
口
座
振
替
開
始

　

口
座
振
替
の
開
始
時
期
は
、市
で
「
口
座
振
替
依

頼
書
」
を
受
理
し
た
日
の
翌
月
末
か
ら
と
し
て
い

ま
す
が
、月
末
時
な
ど
事
務
処
理
の
都
合
上
、振
替

開
始
月
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
に
は
、
次
の
納
期

か
ら
の
引
き
落
と
し
と
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

　

各
税
の
第
１
期
分
は
、
納
期
限
の
前
々
月
ま
で

の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

　

納
期
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
口
座
振
替
は
で
き
ま
せ

ん
。
口
座
振
替
が
開
始
さ
れ
る
前
月
の
納
期
分
ま

で
は
、
納
付
書
で
の
支
払
い
に
な
り
ま
す
。

●
振
替
日

　

各
期
の
納
期
限
の
日
が
振
替
日
で
す
。
振
替
日

が
土
曜
・
日
曜
・
休
日
の
場
合
は
、
そ
の
翌
日
に

な
り
ま
す
。

　

振
替
日
の
前
に
は
預
（
貯
）
金
残
高
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

●
注
意
事
項

　

納
税
義
務
者
の
死
亡
や
世
帯
の
変
更
、
不
動
産

な
ど
の
相
続
な
ど
で
納
税
義
務
者
が
変
更
に
な
っ

た
場
合
は
、再
度
、
口
座
振
替
加
入
の
手
続
き
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、口
座
名
義
人
が
死
亡
し
た
場
合
も
、再
度
、

口
座
振
替
加
入
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

問合せ　　八代市役所納税課　☎３３－４１０９　各支所市民福祉課（鏡支所市民環境課）

●
申
し
込
み
方
法

　

納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
あ
る｢

八
代
市
口
座

振
替
依
頼
書
」に
振
替
口
座
の
番
号
な
ど
所
定
の
事

項
を
記
入
し
、通
帳
届
出
印
を
押
印
の
上
、取
扱
金

融
機
関
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　　　　　　市 税 納 期 一 覧 表
～ 自主納税　みんなで築く　やつしろ市 ～

※納期限が土曜日、日曜日にあたる場合は、次の月曜日が納期限になります（祝日の場合は、翌日になります）。

年月
税目

平成 26 年度


